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議
　
　
決

３
　

１

国
会
議
員
互
助
年
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員

長
（
六
〇
、
三
、
二
八
）

六
〇
、
三
、
二
八　

六
〇
、
三
、
二
八

六
〇
、
三
、
二
八

（
予
）

六
〇
、
三
、
二
九

可
　
　
決

六
〇
、
三
、
二
九

可
　
　
決　

　

六
〇
、
三
、
二
八

可
　
　
決

４１

国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行

政
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図
書
館
及

び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員

長

（
三
、
二
八
）

三
、
二
八

三
、
二
八

三
、
二
八

（
予
）

三
、
二
九

可
　
　
決

三
、
二
九

可
　
　
決

　

　

三
、
二
八

可
　
　
決

3
5

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員

長

（
六
、
一
四
）

六
、
一
四

六
、
一
四

六
、
一
九

六
、
二
四

可
　
　
決

　

六
、
二
四

可
　
　
決

　

六
、
一
四

可
　
　
決

国
会
議
員
互
助
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
三
号
）

要
旨

本
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
国
会
議
員
等

　
に
給
す
る
互
助
年
金
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
年
四
月
か
ら
基
礎
歳

　
費
月
額
を
六
十
四
万
円
（
現
行
六
十
二
万
円
）
に
引
き
上
げ
た
額

に
改
定
す
る
。

二
、
国
庫
納
付
金
を
、
昭
和
六
十
年
四
月
か
ら
歳
費
月
額
の
百
分
の

　
九
・
七
（
現
行
百
分
の
九
・
五
）
相
当
額
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
年
金
額
及
び
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
歳
費
月
額
に
つ
い

　
て
最
高
限
度
額
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
当
分
の
間
、
現
行
の
歳
費

　
月
額
を
も
つ
て
最
高
限
度
額
と
す
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
報
告

　
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
国
会
議
員
互
助
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、

　
昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
国
会
議
員
等
に
給

　
す
る
互
助
年
金
の
年
額
を
改
定
し
、
国
庫
納
付
金
を
歳
費
月
額
の
百

　
分
の
九
・
七
相
当
額
に
改
定
す
る
と
と
も
に
、
互
助
年
金
額
及
び
納

　
付
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
歳
費
月
額
に
つ
い
て
限
度
額
を
設
け
る

　
こ
と
と
し
、
当
分
の
間
、
現
行
の
歳
費
月
額
を
も
っ
て
限
度
額
と
す

　
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か

　
れ
る
支
部
図
書
館
及
び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
は
、
北
海
道
開
発
庁
に
国
立
国
会
図
書
館
の
支
部
図
書
館

　
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
い
ず
れ
も
可
決
す
べ

　
き
も
の
と
全
会
一
致
を
も
っ
て
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図

書
館
及
び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆

第
一
四
号
）

要
旨　

本
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
北
海
道
開
発
庁
に
国
立
国
会
図
書
館
支
部
図
書
館
を
設
け
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
掲
委
員
長
報
告
参
照

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
五
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
所
要
の
事
項
を
定
め
よ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
議
員
は
、
各
議
院
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
政
治
倫
理
綱
領
及
び

　
　
こ
れ
に
の
つ
と
り
各
議
院
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
行
為
規
範
を
遵

　
　
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。



二
、
各
議
院
に
政
治
倫
理
審
査
会
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
当
該
審
査

　
会
に
関
す
る
事
項
は
、
各
議
院
の
議
決
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

三
、
本
法
律
は
、
次
の
常
会
の
召
集
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

　
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
に
つ
き
ま
し
て
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

　
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
議
員
の
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て

　
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
衆
参
両
議
院
の
政
治
倫
理

　
協
議
会
の
答
申
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
内
容
は
、
国
会
法
に
新
た
に
政
治
倫
理
の
章
を
設
け
、
議
員

　
は
、
各
議
院
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
政
治
倫
理
綱
領
及
び
行
為
規
範

　
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
各
議
院
に
政
治
倫
理
審
査
会

　
を
設
け
る
こ
と
、
並
び
に
審
査
会
に
関
す
る
事
項
は
各
議
院
の
議
決

　
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
次
の
常
会
の
召
集
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

　
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
小
沢
衆
議
院
議
院
運
営
委

員
長
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
多
数
を
も
っ
て
決
定
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
関
連
す
る
政
治
倫
理
綱
領
、
行
為
規
範
及
び

参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
院
運
営
委
員

会
に
お
い
て
、
今
国
会
閉
会
中
に
そ
の
案
を
取
り
ま
と
め
、
次
の
国

会
の
冒
頭
に
提
出
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




